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　地方公務員法第58条の２の規定に基づき、和寒町で平成18年３月に「和寒町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」を
制定しました。
　人事行政の運営等の状況の公表は、この条例に基づき、職員の給与や職員数、勤務条件等を町民の皆さんに公表することによ
り、人事行政運営の公正性と透明性を高めることを目的としています。
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